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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可

三
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

保
安
林
の
指
定
の
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

漁
業
の
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

道
路
区
域
の
変
更

六
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

道
路
の
供
用
開
始

四
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
市
町
村
等
の
意
見
の
概
要 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

公
共
測
量
の
実
施

七
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

公
共
測
量
の
終
了

三
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

建
築
士
法
に
基
づ
く
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
百
三
十
五
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

市
原
市
中

高
根
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
六
年
三
月
一
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
三
十
六
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

勝
田
川
沿

岸
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
三
十
七
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

夷
隅
郡
大

多
喜
町
普
通
川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
六
年
三
月
一
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
三
十
八
号 

 

森
林
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

匝
瑳
市
新
堀
字
砂
間
一

四
六
四
番
八
八
四

栢
田
字
浜
七

九
五
四
番
四 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

飛
砂
の
防
備

潮
害
の
防
備
及
び
公
衆
の
保
健 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め 

 

千
葉
県
告
示
第
百
三
十
九
号 

 

漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則

令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号

第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
に
つ
き

制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を

申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

制
限
措
置
の
内
容 

 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 

手
繰
第
三
種
漁
業 

 

２ 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数 

 
 

 

五
隻 

 

３ 
船
舶
の
総
ト
ン
数 

 
 

 
十
五
ト
ン
未
満 

 

４ 

推
進
機
関
の
馬
力
数 

 
 

 

八
十
キ
ロ
ワ

ト

二
十
五
馬
力

以
下 

 
 

 

な
お

括
弧
内
の
馬
力
数
は

漁
船
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

平
成
十
三
年
農

林
水
産
省
令
第
百
五
十
三
号

に
よ
る
改
正
前
の
漁
船
法
施
行
規
則

昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

九
十
五
号

附
録
第
一

同
附
録
の
表
の
備
考
の
規
定
を
除
く

の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
も
の

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

3 

月

12

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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と
す
る

 

 
５ 

操
業
区
域 

 
 

 
共
同
漁
業
権
共
第
三
号

令
和
五
年
九
月
一
日
免
許

の
漁
場
の
区
域 

 

６ 
漁
業
時
期 

 
 

 

周
年 

 

７ 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

 
 

 

共
同
漁
業
権
共
第
三
号
の
組
合
員
行
使
権
者
又
は
当
該
共
同
漁
業
権
を
有
す
る
者
か
ら
同
意
を
得

た
者 

二 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
三
日
か
ら
四
月
十
二
日
ま
で 

 

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
海
匝
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
二
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

銚
子
海
上
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

旭
市
岩
井
字
番 

前 

一
五
・
八
〇
メ

ト
ル
か
ら 

一
三
二
・
四
八
メ

ト
ル 

匠
山
一

七
七 

 

八
二
・
二
九
メ

ト
ル
ま
で 

 

八
番
一
地
先
か 

後 

一
五
・
八
〇
メ

ト
ル
か
ら 

一
三
二
・
四
八
メ

ト
ル 

ら

字

小

仲

山 
 

五
二
・
三
一
メ

ト
ル
ま
で 

 

一

九
二
四
番 

 
 

 

一
地
先
ま
で 

 
 

 

旭
市
岩
井
字
小 

前 

一
五
・
七
九
メ

ト
ル
か
ら 

一
五
・
二
八
メ

ト
ル 

仲
山
一

九
二 
 

一
九
・
八
〇
メ

ト
ル
ま
で 

 

六
番
一
地
先
か 

後 

一
五
・
七
九
メ

ト
ル
か
ら 

一
五
・
二
八
メ

ト
ル 

ら
一

九
二
六 

 

一
五
・
九
〇
メ

ト
ル
ま
で 

 

番
一
地
先
ま
で 

 
 

 

旭
市
岩
井
字
長 

前 

一
八
・
七
九
メ

ト
ル
か
ら 

一
六
二
・
二
〇
メ

ト
ル 

仙
塚
二

五
五 

 

一
〇
九
・
五
六
メ

ト
ル
ま 

 

五
番
二
地
先
か 

 

で 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ら
字
安
町
一

 

後 

一
七
・
九
五
メ

ト
ル
か
ら 

一
六
二
・
二
〇
メ

ト
ル 

一
〇
二
番
一
地 

 

八
七
・
九
五
メ

ト
ル
ま
で 

 

先
ま
で 
 

 
 

  

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
一
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
香
取
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
二
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

郡
停
車
場
大
須
賀
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

香
取
郡
神
崎
町 

前 

八
・
九
八
メ

ト
ル
か
ら 

一
八
六
・
七
九
メ

ト
ル 

武
田
字
大
道
六 

 

一
三
・
五
七
メ

ト
ル
ま
で 

 

六
七
番
地
先
か 

後 

一
〇
・
二
三
メ

ト
ル
か
ら 

一
八
六
・
七
九
メ

ト
ル 

ら
新
字
東
四
一 

 

一
三
・
五
七
メ

ト
ル
ま
で 

 

八
番
一
地
先
ま 

 
 

 

で 
 

 
 

  

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
二
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
香
取
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
二
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路
線
名 
三
百
五
十
六
号 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 
変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

香
取
郡
東
庄
町 
前 

一
二
・
五
〇
メ

ト
ル
か
ら 

四
五
四
・
七
〇
メ

ト
ル 

新

宿

字

鹿

折 
 

六
六
・
七
〇
メ

ト
ル
ま
で 

 
 

 
 

 



  

三 

令和 6 年 3 月 12 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１３９２１号 
 

 
 

 

二

二
一
三
番 

後 

一
二
・
五
〇
メ

ト
ル
か
ら 

四
五
四
・
七
〇
メ

ト
ル 

二
地
先
か
ら
字 

 

七
六
・
六
一
メ

ト
ル
ま
で 

 
四
番
二

七
五 

 
 

 
四
番
二
地
先
ま 

 
 

 

で 
 

 
 

  

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
三
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
香
取
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
二
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

谷
原
息
栖
東
庄
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 

間 

変
更
の

前
後
別 

敷

地

の

幅

員 
延

長 

摘 

要 

香
取
郡
東
庄
町 

前 

一
二
・
一
四
メ

ト
ル
か
ら 

一
六
八
・
四
〇
メ

 
 

四
三
・ 

新

宿

字

鹿

折 
 

四
一
・
六
六
メ

ト
ル
ま
で 

ト
ル 

四
一
メ

 

二

二
二
七
番 

後 

一
二
・
一
四
メ

ト
ル
か
ら 

一
六
八
・
四
〇
メ

 

ト
ル
は

 

一

地

先

か

ら 
 

四
一
・
六
六
メ

ト
ル
ま
で 

ト
ル 

一
般
国
道 

二

二
一
九
番 

 
 

 
三
百
五
十 

一
地
先
ま
で 

 
 

 
六
号
と
重 

 
 

 
 

用

と

な 

 
 

 
 

る

 
  

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
四
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
香
取
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
二
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路
線
名 

三
百
五
十
六
号 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

香
取
郡
東
庄
町 

前 

一
一
・
一
七
メ

ト
ル
か
ら 

四

八
五
〇
・
〇
四
メ

 

新

宿

字

四

番 
 

四
一
・
九
〇
メ

ト
ル
ま
で 

ト
ル 

二

七
五
四
番 

後 

一
一
・
一
七
メ

ト
ル
か
ら 

四

八
五
〇
・
〇
四
メ

 

二
地
先
か
ら
笹 

 

一
〇
三
・
四
八
メ

ト
ル
ま 

ト
ル 

川
い
字
一
番
洲 

 

で 
 

六

八
二
〇
番 

 
 

 

三
地
先
ま
で 

 
 

 
  

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
五
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
夷
隅
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
二
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

勝
浦
上
野
大
多
喜
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

夷
隅
郡
大
多
喜 

前 

五
・
六
〇
メ

ト
ル
か
ら 

四
一
六
・
五
〇
メ

ト
ル 

町
平
沢
字
法
貫 

 

三
〇
・
二
五
メ

ト
ル
ま
で 

 

沢
一

五
一
七 

後 

八
・
〇
〇
メ

ト
ル
か
ら 

四
〇
三
・
五
〇
メ

ト
ル 

番
五
地
先
か
ら 

 

七
二
・
四
五
メ

ト
ル
ま
で 

 

弓
木
字
打
無
七 

 
 

 

七
九
番
五
地
先 

 
 

 
ま
で 

 
 

 
  

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
六
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
三
月
十

三
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
成
田
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
二
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る
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令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 
一
般
国
道
四
百
九
号 

成
田
市
並
木
町
字
大
久
保
台
二
一
九
番
八
地
先
か
ら
二
一
九
番
二

三
一
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
七
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
三
月
十

三
日
午
後
三
時
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
海
匝
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
二
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
銚
子
海
上
線 

旭
市
岩
井
字
番
匠
山
一

八
〇
一
番
一
地
先
か
ら
大
間
手
字
大
間

手
一
九
番
一
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
八
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
三
月
十

九
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
香
取
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
二
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
谷
原
息
栖
東
庄
線 

香
取
郡
東
庄
町
新
宿
字
鹿
折
二

二
三
二
番
一
地
先
か
ら
二

二

一
五
番
二
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
九
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
三
月
十

三
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
香
取
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
二
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

一
般
国
道
三
百
五
十
六
号 

香
取
郡
東
庄
町
新
宿
字
四
番
二

七
五
四
番
二
地
先
か
ら
笹
川
い

字
一
番
洲
六

八
二
〇
番
三
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
号 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号

第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る

 

 

そ
の
関
係
図
書
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

稲
毛
町
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域 

 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
第
一
号
か
ら
標
柱
第
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
第
八
号
と
標
柱
第
一
号
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

こ
の
場
合
に
お
い
て

各
標
柱
を
結

ぶ
線
は

直
線
と
す
る

 

 

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
地
番 

標

柱

番

号 

市 

町 

村 

名 

大

字

名 

地 
 

 
 

 
 

 
 

 

番 

 
 

 

一 

 
 

 

二 

 
 

 

三 

 
 

 

四 五 六 七 八 

千

葉

市

稲

毛

区 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

稲
毛
町
五
丁
目 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

五
四
八
番 

九
二
番
一 

九
四
番 

九
四
番 

九
四
番 

五
四
五
番 

五
四
六
番 

五
四
八
番 

  

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
一
号 

 
都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

流
山
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

流
山
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

流
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
流
山
市
第
二
号
公
共
下
水
道 



  

五 

令和 6 年 3 月 12 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１３９２１号 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
四
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 
事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

平
成
四
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

平
成
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
百
八
十

号

平
成
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
百
九
十
五
号

平
成
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
千
百
十

二
号

平
成
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

平
成
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
八

百
三
十
一
号

平
成
二
十
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

平
成
二
十
三
年
千
葉
県

告
示
第
二
百
七
十
七
号

平
成
二
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

平
成
二
十

八
年
千
葉
県
告
示
第
三
十
七
号
及
び
平
成
三
十
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号
の
事

業
地
の
う
ち
流
山
市
青
田
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る

 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
市
町
村
等
の
意
見
の
概
要 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と

お
り
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
者
か
ら
意
見
が
述
べ
ら
れ
た

 

 

な
お

当
該
意
見
は

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
船
橋
市
経
済
部
商
工
振
興
課
に
お
い

て

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
四
月
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

仮
称

船
橋
市
海
神
町
２
丁
目
計
画 

 
 

船
橋
市
海
神
町
二
丁
目
三
番
一
ほ
か 

二 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

コ

ナ
ン
商
事
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

疋
田
直
太
郎 

 
 

大
阪
府
堺
市
西
区
鳳
東
町
四
丁
四
○
一
番
地
一 

三 

意
見
の
概
要 

 

１ 

海
神
町
２
丁
目
自
治
会 

 
 

 
 

交
通
に
関
し
ま
し
て
意
見
申
し
上
げ
ま
す

 

 
 

 
 

店
舗
開
店
後

主
な
来
店
ル

ト
で
あ
る
市
道
第
〇
〇―

〇
六
二
号
線
か
ら
店
舗
入
り
口
に
向

け
て
の
大
幅
な
交
通
量
増
加
が
予
想
さ
れ
ま
す

通
学
路
で
あ
り
多
く
の
児
童
園
児
が
遊
ん
で
い

る
公
園
も
二

所
あ
り
ま
す

子
供
達
の
安
全
を
考
慮
し
た
来
店
ル

ト
を
再
検
討
し

交
通
事

故
防
止
対
策

改
善
指
導
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す

 

 
 

 
 

騒
音
に
関
し
ま
し
て
意
見
申
し
上
げ
ま
す

 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
を
住
宅
の
極
め
て
近
く
に
設
置
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

荷
さ
ば
き
時
間
が
午

前
六
時
か
ら
と
計
画
さ
れ
て
お
り

周
辺
の
静
穏
な
生
活
環
境
が
保
持
出
来
る
と
は
到
底
思
え
ま

せ
ん

早
朝
深
夜
の
時
間
帯
は
避
け
て

配
送
計
画
検
討

改
善
指
導
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
致

し
ま
す

 

 

２ 

デ

オ
ヒ
ル
ズ
船
橋
管
理
組
合 

 
 

 

来
店
車
両
ル

ト
に
予
定
さ
れ
て
い
る
直
線
道
路
に
つ
き
ま
し
て

以
下
の
要
望
を
意
見
申
し
上

げ
ま
す

 

 
 

 
 

道
路
の
白
線
が
消
え
か
け
て
い
ま
す
の
で
塗
り
直
し
を
希
望
し
ま
す

 

 
 

 
 

来
店
車
両
が
当
該
道
路
を
直
進
後
左
折
す
る
地
点
に

一
時
停
止
線

の
新
設

も
し
く
は
交

通
整
理
員
の
配
置
を
希
望
し
ま
す

 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

長
生
郡

一
宮
町
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

長
生
郡
一
宮
町
一
宮
二

一
八
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

森 

田 
 

豊 

治 

 
 

〃 
 

〃 
 

東
浪
見
四

六
七
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 

中 
 

 
 

宏 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
宮
二

〇
七
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

德 

司 

 
 

〃 
 

〃 
 

東
浪
見
一
〇
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石 

川 
 

 
 

守 

 
 

〃 
 

〃 
 

本
給
二
番
地
一
六 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

髙 

師 
 

一 

雄 

 
 

〃 
 

〃 
 

東
浪
見
六

〇
五
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉 

田 
 

 
 

茂 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

二

四
九
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富 

塚 
 

 
 

茂 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
宮
一

二
三
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

秦 
 

 
 

新 

藏 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

九

七
七
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

森 

田 
 

正 

雄 

 
 

〃 
 

〃 
 

東
浪
見
一

五
九
〇
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

峰 

島 
 

幹 

雄 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

五

八
〇
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

関 
 

義 

明 

二 

退
任
監
事 

 
 

長
生
郡
一
宮
町
一
宮
四

九
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野 

口 
 

三 

郎 

 
 

〃 
 

〃 
 

東
浪
見
五
九
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

畑 
 


久
郎 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
宮
一

一
一
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

室 

川 
 

常 

夫 

三 

就
任
理
事 

 
 

長
生
郡
一
宮
町
東
浪
見
四

九
七
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

峰 

島 
 

 
 

清 
 

 

 
 

〃 
 

〃 
 

本
給
二
番
地
一
六 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

髙 

師 
 

一 

雄 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
宮
二

〇
七
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

德 

司 

 
 

〃 
 

〃 
 

東
浪
見
二

七
六
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

渡 

 
 

一 

弘 

 

（一） 

 

（一） 

 

（二） 

 

（二） 



 
 

 

六 
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〃 
 

〃 
 

一
宮
二

四
三
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

柴 

田 
 

厚 

男 

 
 

〃 
 

〃 
 

東
浪
見
七
九
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
曽
根 

 

功 

一 

 
 

〃 
 

〃 
 

本
給
三
番
地
九 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

川 

城 
 

英 

夫 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
宮
九

三
〇
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
園
生 

 

利 

次 

 
 

〃 
 

〃 
 

東
浪
見
一

五
八
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

相 
 

 
 

正 

夫 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

六

一
六
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内 

山 
 

 
 

薫 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

四

八
〇
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

秋 

塲 
 

郁 

夫 
 

 
 

四 

就
任
監
事 

 
 

長
生
郡
一
宮
町
東
浪
見
四

〇
一
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石 

野 
 

 
 

 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
宮
一

一
九
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

丸 

島 
 

栄 

市 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

四

三
三
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野 

口 
 

吉 

信 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

千
葉
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

三
級
基
準
点
測
量

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
十
月
十
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

千
葉
市
若
葉
区
愛
生
町 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た
 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

千
葉
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

二
級
基
準
点
測
量

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
八
月
十
八
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

千
葉
市
美
浜
区
幸
町
一
丁
目 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

松
戸
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

三
級
基
準
点
測
量

 

三 

作
業
期
間 

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

松
戸
市
稔
台
一
丁
目 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

茂
原
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

数
値
修
正 

レ
ベ
ル
二
千
五
百

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
五
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

茂
原
市
大
登

上
太
田

上
林

木
崎

黒
戸

国
府
関

腰
当

小
林

三
ケ
谷

柴
名

渋
谷

下
太
田

新
小
轡

高
師

高
師
町
一
丁
目

高
師
町
二
丁
目

高
師
町
三
丁
目

立

木

千
代
田
町
一
丁
目

千
代
田
町
二
丁
目

東
郷

東
部
台
一
丁
目

長
尾

七
渡

に
い
は
る
工

業
団
地

萩
原
町
一
丁
目

萩
原
町
二
丁
目

萩
原
町
三
丁
目

早
野

早
野
新
田

東
茂
原

本
小

轡

本
納

町
保

真
名

六
ツ
野

茂
原

八
千
代
一
丁
目

八
千
代
二
丁
目

八
千
代
三
丁
目

ゆ
た
か

吉
井
上
及
び
吉
井
下 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

成
田
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

空
中
写
真
撮
影

 
三 
作
業
期
間 

令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 
作
業
地
域 

成
田
市
全
域 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
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一 

測
量
計
画
機
関 

農
林
水
産
省
関
東
農
政
局
手
賀
沼
農
地
防
災
事
業
所 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

用
地
測
量

 
三 
作
業
期
間 

令
和
五
年
七
月
十
八
日
か
ら
十
二
月
二
十
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

柏
市
千
間
橋 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

浦
安
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

四
級
基
準
点
測
量

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
七
月
十
二
日
か
ら
九
月
二
十
九
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

浦
安
市
北
栄
及
び
猫
実 

  
 

 

公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
は
令
和
五
年
三
月
二
十
二
日
に
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長

か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

千
葉
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

基
準
点
復
旧

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
三
月
二
十
二
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

千
葉
市
美
浜
区
高
浜
三
丁
目 

  
 

 

公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
は
令
和
五
年
六
月
十
六
日
に
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か

ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

八
千
代
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

四
級
基
準
点
測
量

 

三 

作
業
期
間 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
五
年
六
月
十
六
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

八
千
代
市
島
田
及
び
米
本 

  
 

 

公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
は
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
に
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長

か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

横
芝
光
町 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

数
値
図
化 

レ
ベ
ル
二
千
五
百

 

三 

作
業
期
間 

令
和
四
年
十
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

横
芝
光
町
全
域 

  
 

 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
六
年
三
月
十
二
日
市
原
市
の
変
更
に
係
る
市
原
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
送
付
が

あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

建
築
士
法
に
基
づ
く
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し 

 

建
築
士
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
建
築

士
の
免
許
を
取
り
消
し
た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
五
日 

二 

建
築
士
の
氏
名 

森
均 

三 

二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別 

二
級
建
築
士 

四 
登
録
番
号 

千
葉
県
知
事
登
録
第
四
七
二
七
号 

五 
免
許
の
取
消
し
の
理
由 

そ
の
相
続
人
か
ら
死
亡
し
た
旨
の
届
出
が
あ
り

こ
の
こ
と
が

建
築
士

法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

二
四
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


